
● 那賀町ホームページ http://www.town.tokushima-naka.lg.jp/

● 那賀町携帯サイト http://mobile.town.tokushima-naka.lg.jp/

 那賀町ホームページには携帯サイトもあります 
携帯電話でも那賀町のお知らせや行事・連絡先や道路災害情報
など主な情報を見ることができますので、ぜひご活用ください。

広 報
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今月の主な内容

ありがとう平谷小学校

2023.
No.207

⁂ まち の ようす ⁂

４
人 口 7,439 人
男 性 3,549 人
女 性 3,890 人
世 帯 数 3,718 戸

（令和５年２月末現在）



卒 業 式令和４年度
那賀町立
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く
必
ず
投
票
し
ま
し
ょ
う
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投票区名 投　票　所 投票時間
中　山 中山公民館　１階ホール

午前７時～午後８時
和　食 鷲敷中央公民館　１階第３会議室
小仁宇 上小仁宇会館
阿　井 阿井公民館　ホール
相生第一 もみじ川ふれあい館

午前７時～午後７時

相生第二 平野体育館
相生第三 相生老人福祉センター　ロビー
相生第四 相生雄公民館
相生第五 保健センター　２階保健指導室
相生第六 日野谷西公民館
小　浜 役場上那賀支所　１階会議室

午前７時～午後６時

平　谷 上那賀合同出張所
海　川 海川集会所（旧海川小学校）
木沢第一 木沢総合防災センター
木沢第二 名古ノ瀬公民館
出　原 出原集会施設
和無田 木頭中央公民館　１階講義室
北　川 北川体育館

投票日時
＜知事選・県議選＞

令和５年４月９日㈰ 午前７時から午後６～８時
＜町長選・町議補欠選＞

令和５年４月23日㈰ 午前７時から午後６～８時

《 投票日当日の投票時間と場所 》
　　投票日当日の投票所、投票時間については次のとおりです。
　　入場券（はがき）を持参してください。 

《 他の市区町村での不在者投票 》
　仕事や旅行・学業などで那賀町以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不
在者投票ができます。手続き等は郵便等で行うため、一定の日数を要します。制度を利用される方は、お早めに
那賀町選挙管理委員会（0884 − 62 − 1121）までお問い合わせください。

《 老人ホームや病院での不在者投票 》
　徳島県選管が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院・入所している方は、その施設でも不在者投票をす
ることができます。お早めに入院・入所されている病院・施設にお申し出ください。

《 期日前投票の投票時間と場所 》
　投票日当日、旅行や仕事により投票所に行けない場合等、期日前投票ができます。
　お住まいの投票区に関係なく、いずれの期日前投票所でも投票できます。
　入場券（はがき）を持参してください。
　入場券の裏面に期日前投票の宣誓書が印刷されてます。必要事項をあらかじめ記
入しておいていただくと、受付がスムーズにできます。

期日前投票の期間 ＜知事選＞令和５年３月24日㈮～４月８日㈯
　　　　　　　　 ＜県議選＞令和５年４月１日㈯～４月８日㈯
　　 ＜町長選・町議補欠選＞令和５年４月19日㈬～４月22日㈯

期日前投票所名 投票時間 投票のできる方
那賀町役場

午前８時30分～午後８時
投票区に関係なく、いずれの
期日前投票所でも投票できます。

相生庁舎
上那賀支所

午前８時30分～午後７時木沢支所
木頭支所

徳
島
県
知
事
選
挙
／
徳
島
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
／
那
賀
町
長
選
挙
／
那
賀
町
議
会
議
員
補
欠
選
挙

お問い合わせ先　那賀町選挙管理委員会事務局（役場総務課内）　TEL 0884−62−1121

※投票には、期日前投票開始日頃に郵送します「投票所入場券」をご持参
ください。入場券到着前や、もしお忘れの場合でも、投票できます。

《 郵便による不在者投票 》
　郵便等による不在者投票は、身体に重度の障害があって投票所に行けない方が、郵便等により投票をすること
ができる制度です。この制度を利用するには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付の申請が必要です。手続
きに時間がかかりますので、ご利用される方は、早急に那賀町選挙管理委員会（0884 − 62 − 1121）までお
問い合わせください。

手帳等の種類 障害の部位 障害の程度

身体障害者手帳
　両下肢・体幹・移動機能障害 １級・２級
　心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 １級・３級
　免疫・肝臓 １級から３級

戦傷病者手帳
　両下肢・体幹の障害 特別項症から第２項症
　心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 特別項症から第３項症

介護保険被保険者証 　要介護５

郵便等による不在者投票ができる方

お問い合わせ先　那賀町選挙管理委員会事務局　TEL 0884－62－1121

那賀町議会議員補欠選挙の日程が決まりました

告　示　日：令和５年４月18日㈫
期日前投票：令和５年４月19日㈬～４月22日㈯
投・開票日：令和５年４月23日㈰

　那賀町議会議員の欠員に伴う那賀町議会議員補欠選挙の選挙期日等は次の
とおりです。

※任期満了による那賀町長選挙と同時に行います。

地方自治法が改正されました
　地方議員と個人事業主の兼業規制を緩和することなどを含めた改正地方自治法が成立し、各会計年度にお
いて支払を受ける請負の対価の総額が地方公共団体の議会の適正な運営の確保のための環境の整備を図る観
点から政令で定める額を超えない者を、議員個人による請負に関する規制の対象から除くこととされました。
　このことにより、町から業務を請け負う個人事業主に関し、年間の取引額が一定までであれば議員との兼
業が可能となり、仕事を続けたまま立候補しやすくなります。

那賀町役場　総務課　
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令和５年２月定例会議並びに会議の開催状況について
　下記の日程で会議が開催されました。

議会からのお知らせ

日　付 会　議　名 会　議　内　容

２月  3日

議 会 運 営 委 員 会
那賀町議会表彰実施要綱の規定に基づく被表彰者の選
考について

その他

全 員 協 議 会

那賀町議会議員政治倫理条例の一部改正について

医療体制特別委員会（仮称）の設置について

その他

２月17日

２ 月 定 例 会 議

開議

会議録署名議員の指名

議案等の説明・質疑・討論・採決

特別委員会の設置について

散会

全 員 協 議 会

小見野々ダム再生事業の進捗状況について
説明：国土交通省那賀川河川事務所

理事者側の報告事項について

高校生議会及び女性議会について

その他

２月20日
議 会 改 革 特 別 委 員 会

研修及び意見交換
演題：「人口減少でもにぎやかな町を創る」
講師：株式会社あわえ　代表取締役　吉田　基晴 氏

全 員 協 議 会 那賀町山のおもちゃ美術館　現地視察

２月22日 議 会 運 営 委 員 会

提出議案について

令和５年３月定例会議の日程について

委員会付託について

請願・陳情等について

開会日の理事者側出席者について

一般質問について

採決日（散会日）の理事者側出席者について

発議予定案件について

その他

議会改革特別委員会　研修 那賀町山のおもちゃ美術館　現地視察

議案番号 議　　案　　名 議員 議決結果

発委第１号 那賀町議会議員政治倫理条例の一部改正について 全会一致 原案可決

発委第２号 那賀町議会傍聴規則の一部改正について 全会一致 原案可決

◆　議案及び議決結果一覧表　◆
　令和５年２月定例会議は、２月 17 日に開催されました。議決結果は次のとおりです。

２月定例会議について令和５年

　「医療体制特別委員会」が設置されました。

委員長 久川治次郎 副委員長 新居　敏弘

委　員 髙木　健多 前田　貞好 野口　　穗 田村　信幸 山上　健造 柏木　　岳 田中　久保

『那賀町高校生議会』への
参加者募集について

　那賀町議会では、高校生の視点に立った町政に対する疑問、ご意見及びご提案などを発
言していただく場を設け、町政への関心を高めていただくこと、暮らしやすいまちづくり
の参考とすることを目的として「那賀町高校生議会」の開催を計画しています。
　ついては、この高校生議会において、発言者になっていただく高校生を募集します。
　あなたの意見を議場で発言し、議員を体験してみませんか。

○開催予定日時　令和５年７月 26 日㈬　午前 10 時から（日時は変更になる場合があります）
○場 所　那賀町役場本庁舎　３階　本会議場
○人 数　６人
○要 件　那賀町内在住の高校生（広報への写真掲載並びにインターネット及びケーブルテレビへの映り込

みにご了承いただける方）
○活 動 内 容　高校生議会での議事進行、質問及び事前打合せ会等に出席
　　　　　　　　（事前打合せを２回程度と当日の出席をお願いします。）
○応 募 方 法　応募用紙を議会事務局にご提出ください。（郵送、ファックス、メール、持参のいずれかの方法）

※応募用紙は、那賀町議会ホームページからダウンロードしていただくか、事務局宛にご連絡くだ
さい。

○応 募 締 切　令和５年４月 28 日㈮
○選 考 方 法　応募者多数の場合は、書類審査とさせていただきます。
○そ の 他　報酬はありませんが、規程により費用弁償をお支払いします。

お問い合わせ先　〒 771-5295　那賀郡那賀町和食郷字南川 104 番地 1　那賀町議会事務局
　　　　　　　　TEL 0884 − 62 − 1187　FAX 0884 − 62 − 1177　E-mail  gikai@naka.i-tokushima.jp

当日
○テーマ　住みよい那賀町になる

ために今必要なこと

○場所　那賀町役場本庁舎　３階
　　　　本会議場傍聴席
○人数　６名（参加者１名につき１名まで）

傍聴
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セ ン タ ー健保 だよりセ ン タ ー健保 だより

令和５年度 那賀町集団健診のご案内

検診項目 対　　象 検診の内容 自己負担 総費用

特定健診

⑴40～74歳の国民健康
保険の方

⑵40～74歳の社会保険
の被扶養の方

⑶後期高齢者医療保険の
方で受診券がお手元に
ある方

身体計測･血圧測定･尿検
査・血液検査･心電図･診
察

1,000円
※国保で昨年度受診された方、

後期高齢者の方は無料
9,463円

ヤング健診

⑴20～39歳の国民健康
保険の方

⑵20～39歳の社会保険
の被扶養の方

※１回のみピロリ菌抗体
検査（300円）追加可能

身体計測･血圧測定･尿検
査・血液検査･心電図･診
察

1,000円
※昨年度受診された方は無料

9,463円
※ピロリ菌

抗体検査
1,100円

胃がん 40歳以上の方 バリウム検査（Ｘ線） 1,300円 5,280円

肺がん
40歳以上の方
※問診により喀痰細胞診

検査（800円）追加可能
Ｘ線検査 400円

1,980円
※喀痰検査
2,860円

大腸がん 40歳以上の方 便潜血検査 500円 1,760円

子宮頸がん
20歳以上の女性
※２年に１回

視診・内診・細胞診
1,000円

※クーポン券対象者は無料
6,490円

乳がん
40歳以上の女性
※２年に１回

マンモグラフィ検査
（Ｘ線）

1,300円
※クーポン券対象者は無料

5,940円

前立腺がん 50歳以上の男性 血液検査 600円 2,310円

肝炎ウイルス

今年度40歳になる方・
40歳以上で肝炎検査を
受けたことが無い方
※保健所等でも受けられ

ます。詳細はお問い合
わせください。

血液検査
（Ｂ型・Ｃ型）

700円 1,650円

頸部エコー
40歳以上74歳以下の方
※２年に１回

超音波検査 1,000円 3,300円

骨粗鬆症
今年度40歳・45歳・50
歳・55歳・60歳・65
歳・70歳になる女性

橈骨Ｘ線検査 800円 2,640円

　那賀町では、生活習慣病の予防、がんの早期発見・早期治療のため集団健診を行っています。
　那賀町に住所登録のある方は町の助成がありますので、この機会に集団健診を受診しましょう！

※集団健診での待ち時間を短くし、密を避けるため、15 分刻みで受付時間を指定させていただきます。予めご了
承ください。

日程 健診会場 受　付　時　間 住　　所

6 ／ 8
㈭

木沢防災センター 8：00 ～ 11：00
ヤング健診　　　 9：30～11：00
子宮頸がん検診　10：00～11：00

木頭字前田
43番地１

6 ／ 14
㈬

平谷出張所 8：30 ～ 11：00
平谷ツエノ下モ
１番地１

6 ／ 22
㈭

林業ビジネス
センター

8：30 ～ 11：30
ヤング健診　　　10：00～11：30
子宮頸がん検診　10：30～11：30

吉野字弥八かへ
23番地

6 ／ 29
㈭

鷲敷中央公民館 8：30 ～ 11：30
和食郷字南川
19番地３

7 ／ 9
㈰

木頭文化会館 8：00 ～ 11：00
ヤング健診　　　 9：30～11：00
子宮頸がん検診　10：00～11：00

木頭和無田字
マツギ40番地

お問い合わせ先　那賀町保健センター　健康増進担当　TEL 0884 － 62 － 3892

令和５年度 集団健診の申込み期限：令和５年４月24日㈪ まで

【集団健診受診の方法】
　⑴集団健診を申し込む。

①申込用紙（保健センター、役場・各支所に備え付け）を保健センター、役場・各支所に提出する。
②インターネットで申し込む。
③保健センター（TEL 0884－62－3892）に電話で申し込む。

⑵保健センターから問診票等が届いたら中身を確認し、問診票を記載する。
⑶検診当日に、問診票・検診費用・保険証等必要物品を持ち、希望した会場に行く。

令和５年度集団健診のインターネットでのお申し込みは、
①右記 二次元コードの読み込み 又は
②https://logoform.jp/form/9rMr/59850 にアクセス

してください

　下記の相談支援事業所の専門相談員が相談に応じます。尚、やまびこ相談は事前予約制（※開催日の４
日前まで）です。那賀町役場保健医療福祉課障がい福祉担当または各支所窓口へご連絡ください。

お問い合わせ　那賀町保健医療福祉課　TEL  0884－62－1141　  FAX  0884－62－1115
　　　　　　　　　　　　　　　　　　mail syougai@naka.i-tokushima.jp

令和５年度　やまびこ相談のお知らせ相談料無料

月 やまびこ相談開催日時 開催場所 担当事業所

４・５・６・７月 ４月11日㈫　午前10時～
相生庁舎会議室
又は那賀町役場各支所

相談支援事業
淡島学園

※プライバシーは必ず守りますので安心してご相談ください。
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セ ン タ ー健保 だより

　那賀町では、がんの予防や早期発見・早期治療のため、がん検診を実施しています。那賀町に住所登録のある方
は町の助成がありますので、この機会にがん検診を受診しましょう！

検 診 項 目
胃がん検診

（胃カメラ）
子宮頸がん検診

（細胞診）
乳がん検診

（マンモグラフィ）
大腸がん検診

（便潜血検査）

実 施 期 間 令和５年４月１日～令和６年３月 31 日
令和５年８月１日～
令和６年３月 31 日

実施医療機関※ 県内指定医療機関 町内指定医療機関

対 象 者 50 歳以上の方 20 歳以上の女性 40 歳以上の女性 40 歳以上の方

自 己 負 担
4,100 円

（総費用：17,346 円）
1,200 円

（総費用：8,158 円）
1,500 円

（総費用：8,037 円）
600 円

（総費用：2,000 円）

助 成 の 間 隔 ２年に１回 毎年

必 要 物 品

⑴　胃がん検診票
⑵　同意書
⑶　4,100 円
⑷　保険証
⑸　お薬手帳

⑴　子宮頸がん検診
票

⑵　1,200 円
（無料クーポン券）
⑶　保険証

⑴　乳がん検診票
⑵　1,500 円

（無料クーポン券）
⑶　保険証

⑴　大腸がん検診票
⑵　 ２ 日 分 の 便 を

採った採便容器
⑶　600 円
⑷　保険証

備 考
町内医療機関では

上那賀病院で
実施しています。

無料クーポン有り!
（４月末送付予定）
対象者はH14年４
月２日～H15年４
月１日生まれの女性

無料クーポン有り!
（４月末送付予定）
対象者はS57年４月
２日～S58年４月１
日生まれの女性

※問診票の送付は７
月末予定です。

※診察はありません。
毎年受診しましょう。

留 意 点 ※助成は検査料金のみです。検査後の医療費等は助成に含まれません。

【がん検診受診の方法】
　⑴がん検診を申し込む
　　①インターネットで申し込む　　
　　②保健センターに電話で申し込む（TEL 0884－62－3892）

⑵保健センターから検診票等が届いたら希望する医療機関に直接予約する
⑶必要物品を持ち、希望する医療機関に受診する

令和５年度 那賀町個別がん検診のご案内

※実施医療機関の詳細は保健センターへのお問い合わせ又はウェブサイトの「那賀町行政サイト」をご覧ください。

お問い合わせ先　那賀町保健センター　健康増進担当　TEL 0884 － 62 － 3892

個別がん検診のインターネットでのお申し込みは、
①右記 二次元コードの読み込み 又は
②https://logoform.jp/form/9rMr/53396　にアクセスし希望

するがん検診をお申し込みください！

セ ン タ ー健保 だより

那賀町 出産・子育て応援給付金について

対象者 那賀町に住所を有し、下記に該当される方
①令和４年４月１日以降に妊娠届けを提出された方
②令和４年４月１日以降に生まれたお子さま

　那賀町では令和 5 年 3 月 22 日より、妊婦さんや子育て家庭が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から
相談に応じ必要な支援につなぐ『伴走型相談支援』と、経済的負担軽減を図る『出産・子育て応援給付金』を一体
的に実施します。

【伴走型相談支援】
　赤ちゃんのことや体調のことなど、気になることや相談したいことがあれば、面談や訪問を実施しています。希
望される方は那賀町子育て世代包括支援センターまでお電話ください。

【出産・子育て応援給付金（経済的支援）】
　出産育児関連用品の購入費助成や子育て支援サービスの利用負担を軽減のため、経済的支援を実施します。希望
される方は申込書の提出が必要になります。

お問い合わせ先　那賀町子育て世代包括支援センター　TEL 0884 － 62 － 3892

※対象者には令和５年３月中旬に案内文を発送しています。詳しくは案内文をご覧ください。

鷲敷地区　中村　実優
　この 4 月から協力隊 2 年目に入った中村です ! 昨年度は農業や那
賀町のことを知っていく 1 年に。新しい発見や気づきの連続であっ
という間に月日が過ぎていきました。イチゴ、コワニー、菜の花…と、
季節が進むごとに新しい作物の農作業体験をさせていただき、その難
しさや楽しさを毎度感じたり、活動のアイデアをもらったりしていま
す。いつも本当にありがとうございます。
　また、マルシェの相生晩茶・ケイトウアレンジの販売や木頭ゆずフェ
アにもお手伝いとして参加させていただき、お客さんの反応を直接見
たりしました。晩茶を知っていて飲んだことがある方は迷わず買って
いかれるし、知らない方は「相生晩茶」というワードも新鮮なようで
した。ケイトウのアレンジは「きれいな～」と通っていく方がほとん
ど。買われる方は惚れたようにご購入くださる印象を受けました。ゆ
ずは搾り体験で出た果汁の香りが人々を引き寄せ、お客さんは試食を
通して商品をカゴに入れていかれます。
　農作業の現場、販売の現場。どちらも見て学べること、農作物が加
工され多くの方々へ届くことに嬉しさを感じました。本年度も農業を
テーマに “地域おこし協力隊のポジションだからできること” を実行
してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします！
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言葉のプレゼント
鷲敷小学校　４年　大谷　　優　

　ぼくが住んでいる那賀町は、人とのふれあいが感じられる町です。みんな仲が良く、心
のあたたかい人がたくさんいるので、この町に生まれてよかったと思います。
　ぼくは、登下校中、近所の人や農作業をしている人たちに会います。そのとき、あいさ
つをすると、「おはよう。いってらっしゃい。」「寒いなあ。おかえり。」などと、笑顔で返
事をしてくれます。家族以外の人から、「いってらっしゃい。」や「おかえり。」などを言われると、少し照れくさ
いですが、うれしい気持ちになります。
　他にも、ぼくが言われてうれしくなる言葉があります。それは、「ガンバレ。」です。くじけそうになったとき、「ガ
ンバレ。」と声をかけられると、ふしぎなことに本当にがんばることができるからです。
　ぼくは、体を動かすことが好きで、よく家の近所を走っています。広い畑や田んぼの周りをぐるりと一周するの
が、お気に入りのマラソンコースです。走っていると、苦しくなって途中でやめようと思うときがあります。そん
なとき、ぼくを応援してくれる人がいます。「ガンバレ。ガンバレ。」と、仕事をしている人や散歩をしている人が
声をかけてくれます。また、車の中から窓を開けて、「ガンバレ。」と言ってくれる人もいます。たくさんの「ガン
バレ。」の言葉から力をもらい、ぼくは最後まで走ることができます。
　応援してくれる人の中に、ビニールハウスでいちごを育てているおじいさんとおばあさんがいます。おじいさん
たちは、ぼくの友達にも親切にしてくれます。また、ぼくたちが知らないことを教えてくれたり、最高においしい
いちごを食べさせてくれたりします。ぼくは、冬、いちごのビニールハウスに電気がついていることをふしぎに思っ
ていました。だから、そのことについて聞いてみました。すると、「いちごは春にとれるんよ。けど、冬にしゅう
かくしたいんじゃ。電気をつけて、春がきたよ～って、いちごに教えたら冬でも成長するんよ。」と教えてくれま
した。ぼくは、いちごの育て方にそんなひみつがあったなんて、とてもびっくりしました。そんないちごのひみつ
を、その日の夜、家族に教えてあげました。すると、「それはいいこと聞いたなあ。いちごはクリスマスケーキに
もいるもんなあ。」などと会話がはずみ、みんなで楽しく話すことができました。身近にいちご作りが上手な人た
ちがいてくれて、よかったと思いました。これからも、がんばっていちごを育ててほしいと思いました。
　また、「ガンバレ」は、ぼくが科学けい験発表会に向けて練習をしているときに先生や友達が言ってくれた言葉
です。そのおかげで、上手に発表できるようになったし、本番でも自信をもっていどむことができました。しかし、
結果は二番でした。那賀郡代表として県の発表会に出場したかったので、くやしい気持ちでいっぱいになりました。
そんなぼくに母は、「よくがんばったね。」と言って、頭をポンポンしてくれました。すると一しゅんで心が軽くなっ
て、涙が出そうになりました。
　ぼくは、たくさんの人から、言葉のプレゼントをもらっていることに気づきました。だから、毎日が幸せで、安
心してくらすことができているのでしょう。また、ぼくの周りには、たくさんのがんばっている人がいることにも
気づきました。ぼくは、そんな人たちに、「ガンバレ。」や「がんばったね。」と言葉で伝えていきたいと思いました。
そうすることによって、那賀町全体が今以上にがんばれる町になることでしょう。
　「那賀町のみなさん、よくがんばっていますね。これからもガンバレ！ガンバレ！ガンバレ！！」

　令和５年２月 11 日に地域交流センターで『第 12 回「那賀町を愛する心」少年の主張弁論大会』が開催されました。
　総勢 18 名の町内各小学校代表の４・５年生が自分の那賀町に対する気持ちを発表しました。入賞されなかった
子供たちも、全員大きな声ではきはきと話し、自分の好きな那賀町の魅力を堂々と語りました。

第12回「那賀町を愛する心」
少年の主張 弁論大会

▼受　賞
最優秀賞　　鷲敷小学校　　大谷　　優　　「言葉のプレゼント」
優 秀 賞　　相生小学校　　前田　　月　　「ふるさとのよさとは」
優 秀 賞　　鷲敷小学校　　鈴木　　望　　「人とつながりあって」
優 秀 賞　　鷲敷小学校　　澤井　一太　　「自然に恵まれた那賀町」
優 秀 賞　　平谷小学校　　焏原　愛菜　　「変わらないもの」
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保税 険 課務 からのお知らせ

軽自動車税（種別割）の
減免について

　障がい者の方が所有する軽自動車で、専ら障がい者のために継続して
使用されるものについて、一定の要件に該当するものは、納税義務者等
の申請により軽自動車税（種別割）を全額免除します。（障がい者等減免）
　減免の対象となる障がいの区分や等級、家族が運転する場合は使用目
的など、各種用件がありますので、必ずお問い合わせください。

毎年申請が必要です !

受付は４月３日〜
５月 24 日まで

障がい者一人につき 1 台を申請で
きます。普通自動車の減免を受け
ている場合は申請できません。

対　象　者 車両の所有者または納税義務者 運　転　者

身体障がい者

18歳以上 障がい者本人
障がい者本人　または同一生計の家族
並びに単身障がい者の常時介護者

18歳未満 同一生計の家族

同一生計の家族
または 
単身障がい者の常時介護者

知的障がい者
障がい者本人　または
同一生計の家族

精神障がい者

戦 傷 病 者 戦傷病者本人

お問い合わせ　那賀町役場税務保険課　TEL 0884－62－1182

※従来の軽自動車税は、令和元年 10 月１日より､「軽自動車税（種別割）」に名称変更されました。

注：家族運転の場合は、専ら障がい者の方のために（通学・通院・生業の用など）使用される場合に限ります。

★車体の構造や装置が、障がい者利用のために特殊な仕様となっている軽自動車（車検証に「身体障害者輸送車」
「車いす移動車」などの記載があるもの等）も減免の対象になります。（構造減免）

★公益のために直接専用する軽自動車（必要と認めるもの）も減免の対象になります。（公益減免）

申 請 書 の 受 付 期 間 　令和５年４月３日㈪～令和５年５月 24 日㈬

提　出　先 　那賀町役場税務保険課及び役場各支所へ提出してください。

１．障がい者等減免
・軽自動車税（種別割）減免申請書（身体障がい者等用）…那賀町税務保険課及び各支所にございます。
・自動車検査証（コピー可）又は標識交付証明書
・納税義務者の個人番号カードもしくは個人番号通知カード
・身体障害者手帳等（原本）・運転する方の免許証　・誓約書（本人運転でない場合）

２．構造減免
・軽自動車税（種別割）減免申請書（構造用）…那賀町税務保険課及び各支所にございます。
・自動車検査証（コピー可）又は標識交付証明書　・標識番号および改造部分が判断できる写真　
・身体障害者手帳等（法人等以外の場合）

３．公益減免
・軽自動車税（種別割）減免申請書（公益用）…那賀町税務保険課及び各支所にございます。
・自動車検査証（コピー可）又は標識交付証明書　・定款、事業計画書など公益活動内容がわかるもの

※上記１・２・３の申請書につきましてはホームページからダウンロードすることも可能です。

提出書類及び提示書類（どの申請も届出者の本人確認書類（個人番号カード、免許証等）が必要です。）

保税 険 課務 からの たいせつ なお知らせ

令和５年度より「督促手数料」を廃止します
　町の条例改正により、令和５年度以降に賦課される町税・保険料等にかかる督促手数料を廃止します。
　ただし、令和４年度以前に賦課された町税・保険料等については、従前どおり督促手数料の納付が必要です。
※納期限と支払期限は異なりますのでご注意ください。

お問い合わせ　那賀町役場税務保険課　TEL 0884－62－1182

※督促手数料を廃止する町税・保険料等
・個人町県民税　・固定資産税　・軽自動車税（種別割）　・国民健康保険税　・後期高齢者医療保険料
・介護保険料　　・その他町が徴収する税、使用料、手数料、分担金、負担金等

特別な事情があり、納付が困難な場合はお早めにご相談ください。

令和５年度以降も「督促状」は送付します
　督促状は令和５年度以降も引き続き送付します（法律及び条例に基づく）。
　督促状が届きましたら必ず開封し、先にお送りしている該当の税目・期月の納付書にて、指定の窓口で早急に納
付してください。ただし、納付確認にはお時間を要することがあり、納付されていても行き違いで督促状がお手元
に届いてしまうことがありますので、ご了承ください。　

納期限を過ぎると「延滞金」が加算されます
　納期限を過ぎて納付された場合、法律及び条例に基づき、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金
が加算されます。納付確認後に算定し、延滞金の納入通知書が送付されます。

（税額や納付日等によっては延滞金が発生しない場合もあります。）
　納付が遅れるほど、延滞金も増額されますので、お早めの納付をお願いします。

納期限までに

未納の場合

※（注意）令和４年度までの賦課分については、納期限を経過しても納付確認ができない場合、督促状と「督
促手数料（100 円）込みの納付書」を送付していますので、督促手数料込みの金額で納付してください。また、
納付書がない場合は、再発行ができますのでお気軽にお問い合わせください。

賦課
年度

令和４
対象
年度

令和４

賦課年度が「令和４年度以前」

● 督促手数料が 必要

賦課
年度

令和５
対象
年度

令和４

賦課年度が「令和５年度以降」

● 督促手数料が 不要

納付書での確認方法 督促手数料の有無は納付書の「賦課年度」欄でご確認ください。
賦課年度に関わらず、未納がある場合は早急にご納付ください。
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保税 険 課務 からのお知らせ

便利！確実！安心！町税の口座振替のご案内
　口座振替は、自動的にあなたの預貯金口座から振り替えて納めることができる便利な制度です。手続きは簡単で、通常は
一度申し込みをすると翌年度以降も継続されます。納税には、安心・確実・便利な口座振替をぜひご利用ください。
　口座振替日は、各納期の最終日です。前日までに残高をご確認ください。再振替は行いません。

■阿波銀行　■徳島大正銀行　■阿南農協　■ゆうちょ銀行口座振替可能金融機関

申 し 込 み 手 続 き
　『口座振替依頼書』を町内の金融機関の窓口に備え付けてありますので、必要事項を
ご記入いただき、口座届出印を押印のうえ、金融機関窓口へご提出ください。

申し込みに必要なモノ ①納税通知書や領収書など納税義務者の分かるもの　②預貯金通帳　③口座お届け印

税目 納期 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

町 県 民 税
全期

・１期
２期 ３期 ４期

固 定 資 産 税
全期

・１期
２期 ３期 ４期

軽 自 動 車 税 全期

国 民 健 康 保 険 税 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

後期高齢者医療保険料 １期 ２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

令和５年度　町税等納期

　詳しくは、那賀町役場税務保険課（TEL 0884－62－1182）まで、お問い合わせください。

徳島県後期高齢者医療制度 保険料のお知らせ
　令和５年度から高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴い、均等割額軽減世帯の所得判定基準の
見直しが行われます。
　また、下の計算方法で算出された保険料には、所得の低い方及び国保・国保組合以外の健康保険の被扶養者であっ
た方の軽減制度があります。
　被保険者の方に納めていただく保険料は、公費や現役世代の支援金とともに大切な財源となり、後期高齢者医療
に要する費用に充てることとなっています。
　被保険者の皆様には、ご負担をおかけしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

保険料の軽減（令和５年度）

世帯の所得額の合計 軽減割合

43万円＋「10万円×（年金・給与所得者の数－１）」以下 ７割

43万円＋「29万円×世帯の被保険者数」＋「10万円×年金・給与所得者の数－１）」以下
（令和４年度：43万円＋「28万5,000円×世帯の被保険者数」＋「10万円×年金・給与所得者の数－１）」以下）

５割

43万円＋「53万5,000円×世帯の被保険者数」＋「10万円×年金・給与所得者の数－１）」以下
（令和４年度：43万円＋「52万円×世帯の被保険者数」＋「10万円×（年金・給与所得者の数－１）」以下）

２割

　世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額に応じて、軽減されます。均等割額の軽減

被用者保険の被扶養者であった被保険者に対する被保険者均等割軽減
（後期高齢者医療制度の被保険者になってから２年の間）

軽減割合

５割

　後期高齢者医療制度加入の前日まで、国保・国保組合以外の健康保険の被扶養者であった方は、
所得割額の負担がなく、後期高齢者医療制度の被保険者になってから２年の間、均等割額が５割
軽減されます。ただし、上の７割軽減に該当する場合は、該当する軽減割合が適用されます。

被保険者の
被扶養者であった

場合の軽減

　令和５年度の保険料が年金から差し引かれる方は、４月分から８月分までの年金については、前年の所得が確定
していないため、仮に算定した保険料をお支払いいただきます。
　前年の所得確定後、８月に保険料の決定を行い、確定した年間保険料から仮算定分を差し引いた額を10月分以
降の年金からお支払いいただきます。
　また、４月分の年金から差し引かれていない方は、８月に保険料と納付方法を記載した通知をお送りします。詳
しくは、お住まいの市町村担当窓口にお問い合わせください。

保険料のお支払い

徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課（TEL 088−677−3666）
〒771-0135　徳島市川内町平石若松78番地１
ホームページアドレス　https://www.koukikourei-tokushima.jp/

または那賀町役場税務保険課（TEL 0884－62－1182）まで

お問い合わせ

保税 険 課務 からのお知らせ

＋ =

所得割額 均等割額 保険料
基礎控除（43 万円）後

の総所得金額等
× 所得割率（10.47％）

被保険者の所得に応じて負担 被保険者が等しく負担

56,044円 100円未満切り捨て

上限額66万円

桜谷シェアハウスが完成 !!
お知り合い等に希望者がいらっしゃいましたら御案内ください！

そ の 他：寝具は備えていません。インターネット接続可能（Wi-Fi）。
固定電話は、ありません。
土日及び祝日（役場閉庁日）は、予約、入居が出来ない場合
がありますのでご了承ください。

申込方法：※部屋の空き状況により随時募集します。（先着予約順）
那賀町役場本庁・支所で申込用紙を受け取り、必要事項を記載の上、ご提出ください。

（那賀町ホームページからも申請用紙のダウンロード可能です。）
入居決定後、町と定期建物賃貸借契約書を締結していただきます。

住　　所：徳島県那賀郡那賀町桜谷字池ノ上 55-2
お問い合わせ先：那賀町役場まち・ひと・しごと戦略課　TEL 0884 － 62 － 1184

入居資格：入居時に那賀町外に住所を有するものであること。
使用期間：１ヵ月以上、２年以内
施設利用料金： 使用期間 利用料金 光熱水費等

１ヵ月 8,000 円 5,000 円

入居者
募集 !!
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税阿 務 署南 からのお知らせ

インボイス制度説明会（全事業者対象：登録申請相談会あり）

主催 阿南税務署　　共催 阿南法人会・阿南間税会・阿南税務署管内青色申告会連合会・阿南商工会議所

　令和５年10月１日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイス制
度）が始まります。事業者の皆様にインボイス制度について理解を深めていただき、インボイス制度の
実施に向けて必要な準備を進めていただくための説明会を開催しますので、是非ご参加ください

消費税インボイス制度等
   説明会について

事業者の
皆様へ

［ 要事前予約 ］

インボイス制度等説明会にご参加いただく方へ
〇各説明会については、事前予約制としま

すので、事前に次のお問合せ先まで申込
みをお願いします。

〇感染症拡大防止の観点から、マスクの着
用、手指消毒などのご協力をお願いいた
します。

お問い合わせ先
４月開催分　　　　 阿南税務署　法人課税部門　TEL 0884－22－0417（直通）
５月～７月開催分　 阿南税務署　個人課税部門　TEL 0884－22－0416（直通）

※国税庁インボイス制度特設サイトでは、インボイス制度について解説した国税庁動画チャンネルのほか、Q＆A
などを掲載しています。

インボイス制度
特設サイト

説明会の名称 開催日時 開催場所・時 間 定員

インボイス制度説明会
【免税事業者対象】
（消費税の仕組みから知りたい方向け）

令和５年４月13日㈭ 【会場】阿南市商工業振興センター
　　　２階展示ホール

（阿南市富岡町今福寺 34 － 4）
【開催時間】14：00 ～ 16：00

50 名

令和５年５月31日㈬

令和５年６月22日㈭

令和５年７月28日㈮

インボイス制度説明会
【全事業者対象】
（登録申請相談会あり）

令和５年４月18日㈫ 【会場】阿南市商工業振興センター
　　　２階展示ホール

（阿南市富岡町今福寺 34 － 4）
【開催時間】13：30 ～ 16：30

令和５年５月30日㈫

令和５年６月23日㈮

令和５年７月27日㈭

町内業者請負状況（建設工事）
　那賀町が実施している事業について、今回の入札では以下の請負業者に
決まりました。詳細については役場本庁舎にて閲覧することができます。
〔お問い合わせ先〕会計課・検査室　TEL 0884－62－1120

契約日 工　　事　　名 工事場所 請負金額（円） 請負業者名

R5. 3.22 令和４年度 地方創生道整備推進交付金事業
　　　　　 町道出羽線改良工事 出 羽 97,900,000 木 沢 建 設 ㈱

国民年金保険料免除の申請について

　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金
を受けられない場合があります。
　経済的な理由等で保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制
度」や「納付猶予制度（50歳未満）」があります。

■産前産後期間の国民年金保険料が免除になります■
　出産予定日または出産日が属する月の前月から４か月間の国民年金保険料が免除になり、出産予定日の６か月前
から手続きができます。
　お住まいの市区役所・町村役場の国民年金担当窓口でお早めに手続きをお願いします。

こくねん情報です

ねんりんたろうくん

那賀町役場住民課国民年金担当　TEL 0884－62－1194
徳島南年金事務所国民年金課　　TEL 088－652－3114

国民年金の加入について
　国民年金は、誰もが加入する公的年金制度です。
　基本的に日本に住む20歳以上60歳未満のすべての方は、国民年金に加入する義務があります。
　加入者は、職業などによって次の３つのグループに分かれており、それぞれ加入手続が異なります。
■第１号被保険者　20歳以上60歳未満の農業者、自営業者、学生、フリーター、無職の方などです。
　　　　　　　　　※加入手続は、ご自身で住所地の市町村役場の国民年金担当窓口で行います。
■第２号被保険者　会社員や公務員などの厚生年金保険に加入されている方です。
　　　　　　　　　※加入手続は、勤務先が行います。　　
■第３号被保険者　第２号被保険者に扶養されていて、年収130万円未満の20歳以上60歳未満の配偶者の方です。
　　　　　　　　　※加入手続は、第２号被保険者の勤務先を経由して行います。

※会社を退職したときは、第２号被保険者から第１号被保険者への変更手続きが必要となりますので、お早めに手
続をお願いします。

国民年金保険料をキャッシュレス決済で納められます

　国民年金保険料がスマートフォンアプリで納付できるようになりました。国民年金保険料について、令和５年２
月20日から現金、口座振替、クレジットカード、Pay-easy等による納付に加え、新たにスマートフォンアプリを
使用した電子（キャッシュレス）決済での納付が利用できるようになりました。
　「領収（納付受託）済通知書」（納付書）のバーコードを、決済アプリで読み取ることによって、電子（キャッ
シュレス）決済できます。

【留意点】バーコードが印字されない納付書（30万円を超える金額の納付書及び延滞金納付書）は決済アプリに
対応していません。

・ au PAY ・ｄ払い®
・ PayB（※） ・ PayPay

対象決済アプリ
※金融機関等が提供するアプリを含む。詳細は、PayB のホー

ムページ（https://payb.jp/finance/）をご覧ください。
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※犬は、生涯１回必ず登録を受けましょう。
※狂犬病予防注射は、毎年１回必ず受けましょう。
※万が一、生涯登録した犬が死亡したときや、犬

の所在（住所）あるいは　飼い主が変わったと
きは、届け出が必要ですので役場まで届け出て
ください。

※台風等によっては、実施を見送る可能性もあります。

　次のとおり町内を巡回しますので、最寄りの場所で必ず受けてください。犬の体調が悪い時
は、必ず獣医師に相談してください。また、原簿への記入ミスを防ぐため案内葉書が必要とな
りますので必ずご持参ください。（新規登録者除く）

令和５年度  第２回新規犬の登録と狂犬病予防注射  日程表

月日 地区 予定時間 場　　所

５
月
８
日
㈪

鷲敷地区

13:00 ～ 13:10 中山農村公園

13:20 ～ 13:30 役場駐車場

13:40 ～ 13:50 阿井公民館前

相生地区

14:10 ～ 14:20 相生診療所前

14:35 ～ 14:45
延野

（健康センター前）

15:00 ～ 15:10 日野谷友愛館前

月日 地区 予定時間 場　　所

５
月
19
日
㈮

上 那 賀
地 区

13:00 ～ 13:10 上那賀支所前

13:30 ～ 13:40 平谷出張所前

13:50 ～ 14:00 海川公民館前

木頭地区
14:20 ～ 14:30 木頭診療所前

14:35 ～ 14:45 木頭支所前

木沢地区 15:15 ～ 15:25 木沢支所前

※多少時間が遅れることがありますのでご了承ください。

お問い合わせ先　那賀町役場環境課　TEL 0884 － 62 － 1192

愛犬家の

皆さまへ
令和５年度　第２回新規犬の登録
および狂犬病予防注射について

生後91日以上の犬です

◆生涯登録料　3,000円（新規登録犬のみ）

◆注　射　代　3,300円

※できるだけ釣り銭のいらないようにご協力ください。

　令和４年度末で閉校となる平谷小学校の歴史をまとめた「平谷小学校
閉校記念誌」を発刊いたします。
　ご希望の方は、上那賀支所もしくは上那賀合同出張所までお越しくだ
さい。平谷小学校区内にお住いのご家庭には、個別に送付をいたします。

お問い合わせ先：那賀町役場上那賀支所（TEL 0884 － 66 － 0111）

平谷小学校閉校記念誌の
発刊について

便 利 な 遠隔窓口相談システムをご利用ください

問い合わせ　那賀町役場　住民課：0884－62－1194
相生庁舎：0884－62－1111　上那賀支所：0884－66－0111
木沢支所：0884－65－2111　木 頭 支 所：0884－68－2311

　那賀町では支所、出張所と本庁舎又は分庁舎の窓口をつなぐ、
「遠隔窓口相談システム」を導入いたしました。
　本庁舎等に出向くことなく、最寄りの支所、出張所にて、簡
単な操作で、本庁舎の担当職員とモニター越しに説明を受け、
各種申請手続・届出などが可能ですので、ぜひご利用ください。

令 和 ５ 年 ４ 月 ３ 日 ス タ ー ト

マイナポイントを受け取るにはマイナン
バーカードを使ってマイナポイントの申込
みを行う必要があります。

マイナポイントはご自宅からスマートフォン・パソコンから申込みできます。
又はマイナポイント手続きスポットからも申込みできます。

右
二次元

　役場や各支所でも
申込みできますので
お気軽にお問い合わ
せください。

マイナポイント第２弾 !!
ポイント申込み期限は
令和５年５月末まで！

※マイナポイントの対象にはなりませんがマイナンバーカードを作成したい方
は随時申請の申し込みはできます。役場・各支所で作成できますのでお気軽
にお越しください。

令和５年２月 28 日までにマイナンバーカードを申請
された方。すでに持っている方も全ての方が対象です。

対
象
者
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那賀町の 文化財紹介コーナー

　地蔵尊や灯籠等が社寺の境内地に存在するのは当然としても、地震津波碑の建立場所として社寺境内が多いこと
は注目される。そこが避難場所となったこと、神仏の加護に感謝して建立されたものや、信心を怠るなとの教訓を

述べるものがある。碑文には津波被害を記録したものが
多く、犠牲者への鎮魂や追悼等を記した供養のほか、減
災への教訓もあり、また、地震津波の周期性に言及する
ものがある。

指定年月日；平成 29 年 10 月 13 日
場所；那賀町谷内　「妙法寺」

登 録 記 念 物
国指定文化財１シリーズ

妙法寺　本尊『阿弥陀如来』（弥陀三尊徳川初期の作風）。その開
創詳かではないが、対岸の上杉家の付近にあった妙学院と称する
山伏寺院が真言寺院に進化して、真琱（宝暦４年寂）に現地に移
された。建造物としては方丈、庫裏、土蔵、納屋がある。檀家は
谷内、牛輪、鮎川及び百合、仁宇の各部落である。

　徳島県では過去、繰り返し発生する南海地震の津波により大きな被害
を受けてきた。そして、それらの被害の状況を後世に伝えるため、各地
に地震津波碑が建立された。
　石碑の分布は、県南部の海部郡から、北部の板野郡松茂町や徳島市ま
で広範囲に及んでいる。特に、昭和南海地震の被害が大きかった海部郡
海陽町に集中している傾向がみられる。
　対象となった地震は、慶長 10 年（1605）の慶長南海地震、宝永４年

（1707）の宝永南海地震、嘉永７年・安政元年（1854）の安政南海地震、
昭和 21 年（1946）の昭和南海地震の 4 度の地震である。そのうち半
数は安政南海地震に関連したものである。碑の形状は本来記念碑として
つくられたもののほか、自然石を利用して石碑として加工を施したもの、
灯籠等本来の機能とは別に、記念のための文字を刻したものなどがある。

　妙法寺の庚申塔には、嘉永７年の大地震により再興と
刻されているが、海岸から 20 粁も奥地の山中にある震
災碑銘はとても珍しい。このように南海地震の被害状況
を今日に伝える徳島県の地震津波碑は、命の大切さを学
ぶとともに、周期的に発生する地震津波への対処を考え
るうえで貴重な材料といえるものである。すでに文化財
指定されているものや建立後 50 年に満たないもの等が
除外され、19 基（３市４町）の地震津波碑が登録記念
物に登録され、保存・活用が図られている。

　那賀町では、令和５年４月より、那賀町役場本庁すこやか子育て課内に「那賀町
子ども家庭総合支援拠点」を設置します。
　子ども家庭総合支援拠点は、０～ 18 歳までの子どもとその家庭、妊産婦の方を
対象に、子育てをする中での様々な悩みや困りごとについて、相談対応し、それぞ
れの家庭にあったサポートを行います。

相談は無料で、相談方法は電話・面談・訪問などご希望に応じます。
相談者や相談内容に関する秘密は守られますので、お気軽にご相談ください。

一人で抱え込まずに、お子さまの成長に向かって一緒に考えましょう。

こどものみんなも相
そうだん

談できるよ！

電
でん

話
わ

やメールでいつでも相
そうだん

談してね。

•出産後の生活や育児に不安がある　•子どもが泣き止まずにイライラする
•子どもの行動や発達が気になる　　•子どもを怒鳴ったり、叩いたりしてしまう
•子育てがつらい、苦しい　　　　　•学校でのいじめ、不登校で悩んでいる
•経済的な不安がある　　　　　　　•子どもを短期間預かってほしい
•子どものことをどこに相談したらいいのか分からない　　　　　　　　　　など

こんなお悩みはありませんか？

【相談日】月曜日から金曜日（祝日・年末年始を除く）午前８時 30 分から午後５時 15 分まで
【問い合わせ先】那賀町役場すこやか子育て課　TEL 0884 － 62 － 1150
　　　　　　　 メールアドレス：kosodate@naka.i-tokushima.jp

【問
と

い合
あ

わせ先
さき

】　那
な か

賀町
ちょう

役
やく

場
ば

すこやか子
こ

育
そだ

て課
か

　　　　　　　　電
でん

話
わ

番
ばんごう

号：0884 － 62 － 1150

　　　　　　　　メールアドレス：kosodate@naka.i-tokushima.jp

あてはまることや、困
こ ま

っていることはないかな？
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にち げつようび　　　　　　　　　　　かようび すいようび　　　　　　　　　　　もくようび　　　　　　　　　　きんようび ど

16

４/17
自由にあそぼう

18
絵本の読み聞かせ
お話玉手箱さん
10：30～

19
自由にあそぼう

20
春の製作

21
春の製作

22

23

24
自由にあそぼう

25
木育広場で
　　あそぼう♪
10：30～12：00

26
自由にあそぼう

27
４月生まれの
お友だちお誕生日
おめでとう

28
自由にあそぼう

29

30

５/1
自由にあそぼう

2
散歩にいこう♪

3
憲法記念日

4
みどりの日

5
こどもの日

6

7

8
自由にあそぼう

9
紙粘土で
あそぼう♪

10
自由にあそぼう

11
自由にあそぼう

12
ベビーヨガ
＆キッズヨガ
10：30～

13

申し込みしてね
（しめきりは14日です）

那賀交番からのお知らせ 令和５年４月

、

那賀町消防署だより ４
月号

通報は、おちついて
ゆっくりはっきりと

火災
救助
救急

は119番
那賀町消防署　　　　　　TEL 0884−62−1119
那賀町消防署上流出張所　TEL 0884−67−0625

防火管理者の方はいませんか？

　先月号の答えは①でした。『プレアライバルコール』とは出動中の救急隊
から救急の現場へ直接電話連絡をとり、情報収集を行うことをいいます。

全ての住宅に設置が義務付けられています。家族を守る　住宅用火災警報器

消 防 ク イ ズ

　新年度を迎え、職場での環境や役職が変わった、または異動があった方はいませんか？
　防火管理者（※１）に選任されている方は、防火対象物（※２）の用途や面積、収容人数などに応じ
て、消防計画の作成や防火上必要となる設備（消火器具、自動火災報知設備、屋内消火栓設備、避難器
具、誘導灯、排煙設備など）の点検や管理、職場全体での消火・避難・通報訓練の計画と実施に努めな
ければなりません。
　また人事の異動に伴い、消防計画の管理に関わる人員の見直しや変更をしなければならない場合もあ
ります。内容を変更された場合（名前や役職の変更がされていないことが多い）は消防署もしくは消防
本部に提出をお願いします。

　防火対象物（※２）の火災等による被害を防
止するための消防計画の作成、防火上の設備管
理や消火・避難訓練等の実施、防火管理上で必
要な業務を行う人のことを指します。

　不特定多数の人が利用する
建造物、例えば学校・病院・
百貨店・工場・公衆浴場など
を指します。

※１　防火管理者とは ※２　防火対象物とは

那賀町地域子育て支援センターからのお知らせ
開所日：月曜日〜金曜日（９：00〜17：00） 　TEL 0884 − 64 − 1220

2023年４月17日〜５月12日までのプログラム（予定）

プログラムが変更・中止になる場合もあります。ご理解
とご協力をお願いいたします。（プログラムは午前中に
行っています。）不明な点がありましたら那賀町地域子
育て支援センターまでお問い合わせ下さい。

★ 2023 年２月の利用者数　99 人

散歩にいこう♪
５月２日㈫は近所に散歩にでかけます。履き慣れた靴で
きてくださいね。飲み物も持ってきてね。

４月生まれのお友だちお誕生日おめでとう♪
４月がお誕生日のお友だちはプレゼントの準
備をしますので、４月14日㈮までに当センタ
ーまでお知らせ下さい。待っています♪

木育広場であそぼう♪
４月25日㈫は林業ビジネスセンター
で木のぬくもりに触れて遊んでみませ
んか♪待っています。

★あいおいこども園
　（火・木曜日の９：00～12：00）
★ひらだにこども園
　（木曜日の９：00～12：00）
★きとうこども園
　（水曜日の９：00～12：00）
★出張ひろば（旧桜谷保育園）
　（水曜日の９：00～12：00）

※出張ひろばのみ前週の金曜日までに
　予約をして下さい。
　予約は那賀町地域子育て支援センター　
　TEL 0884−64−1220

各こども園の
子育て支援日について

土曜日開放のお知らせ
月１回程度、 不定期に土曜日開放を実施
します。日時等詳しくは、当センターへ
お問い合わせください。

春のあんしんネット・新学期一斉行動
　児童のスマートフォンの購入・機種変更等が多く行われる時期であることから、内閣府や警視庁を始
めとする関係省庁では、２月から５月までの間を「春のあんしんネット・新学期一斉行動」を実施して
います。この機会に家族で安全・安心なインターネット利用について考えてみましょう。

　騙されたり脅されたりして子どもが自分の
裸を撮影させられる被害（自画撮り被害）が
増加しています。たとえ、彼氏・彼女や友達
等の信用の出来る相手であっても裸や裸に近
い動画・写真は絶対に送ってはいけません！
簡単にコピーされ知らない間に拡散され一生
消えない場合があります。

守りたい　大切な自分　大切な誰か

　フィルタリングを必ず活用しましょう！
　青少年インターネット環境法では、販売店等
に対し、青少年が携帯電話を使用する際の年
齢確認やフィルタリングの説明を義務づけてい
ます。保護者は、しっかりと説明をしっかり聞き、
年齢や利用状況、子供のネット活用能力等に応
じたフィルタリングを設定し、子供を守りましょう！

安全・安心に使うために
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教　室　名 開催時間 教　室　名 開催時間

こども体操教室
（毎週火曜日）

（第１・３週は小学校低学年
第２・４週は幼児です）

午後６時15分
　～７時15分

キッズダンス教室
（毎月第１・３土曜日）

第１土曜
　午後６時～７時（小学２年生以下）
　午後７時～８時（小学３年生以上）
第３土曜
　午後７時～８時（全年齢対象）

歪み改善！ポールほぐし
（毎月第１・３火曜日）

午前10時～11時 体幹バランス★ポール&ヨガ
（毎月第１・３火曜日）

午後７時30分～８時30分

ココロとカラダ、すっきりヨガ
（毎週木曜日）

午前10時～11時
※５月４日は休み

オヤスミまえのリラックスヨガ
（毎週木曜日）

午後７時30分～８時30分
※５月４日は休み

気軽に運動教室《ナカスポ》
（毎月第１・３火曜日、毎週木曜日）

午前10時～11時
※５月４日は休み

エアロビクス
（毎月第２・４土曜日）

午後８時～９時

※参加料等、詳しい内容はクラブ事務局にあるパンフレットをご覧いただくか下記までお問い合わせください。

令和５年度会員募集中
那賀町総合型地域スポーツクラブ

那賀よしクラブ
那賀よしクラブでは、令和５年度の会員を募集しています。

会員になると、クラブで実施している各教室やイベントに会員料金で参加していただけます。
また、会員が集まってＢ＆Ｇ体育館を使用する時は施設使用料が無料になります。

年度会費 ： 1,200円＋スポーツ安全保険料（中学生以下800円、高校生以上1,850円、65歳以上1,200円）

全教室初回無料体験実施中 !
場所 : 鷲敷 B&G 海洋センター体育館

【新型コロナウイルス感染拡大防止対策として】
・平熱を超える発熱がある場合や体調がすぐれない場合は参加を控えてください。
・入室前後には手洗いや手指消毒をお願いします。

【申込み・問い合わせ】那賀よしクラブ事務局（那賀町鷲敷 B&G 体育館内）　
TEL 0884ー62ー1300　　FAX 0884ー62ー1573

４・５月のスポーツ教室

　「那賀町縁むすびの会」は、結婚を希望する方に、相談会やイベントを通じて、
“自分らしい結婚”を見つけていただくお手伝いをさせていただくボランティ
ア団体です。
　あなたに寄り添い、あなたのペースに合わせてあなたらしい婚活を応援いたします。
　月に２回の相談会と年に数回、イベントを開催しています。相談会では、異性会員の情報を閲覧する
ことができ、気になる方がいれば、お互いの了解を得て、後日、改めて“出逢いの場”を取り持ちます。
　「那賀町縁むすびの会」は入会金・年会費・成婚料も無料です。
　「那賀町縁むすびの会」では現在、会員を募集しています。ご興味のある方は、ぜひ、下記事務局ま
でお問合せください！

【 お問い合せ 】那賀町役場すこやか子育て課内　縁むすびの会事務局：0884－62－2200

那賀町縁むすびの会 会員募集

川口ダム自然エネルギーミュージアム

9：30 ～ 16：30　開館時間
毎週月曜日（祝日の場合は翌日）　休 館 日 0884－62－2209（FAX兼用）TEL

https://www.kre-museum.jp/URL

お問い合わせは…
入館料
無料

川口エネ・ミュー便り
　YouTube「川口エネ・ミューチャンネル」では科学実験や工作、那
賀町の自然や文化について動画で紹介しています。ぜひご覧ください！

磁石にくっつくスライムを作ろう。ミニ磁石プレゼント！
開催日：４月１日㈯～ 4 月 23 日㈰の土日　　時　間：９：30 ～ 16：30

■工作教室「砂鉄スライム」

■ GW イベント
開催日：４月 29 日（土・祝）、４月 30 日㈰、５月２日㈫～５月７日㈰
時　間：9：30 ～ 16：30
①特別工作「ゴム鉄砲」　　材料費：50 円
②「的あてあそび」　　参加料：無料　　場　所：屋外特設テント　※荒天時中止

Vol.140那賀川 防災情報コーナー 皆さんこんにちは、国土交通省那賀川河川事務所です。
『長安口ダム慰霊碑と建設概要記録』についてのお
知らせです。

本コーナーに関するご意見は、下記までメール又はお葉書でお願いします。　
　長安口ダム管理所　〒771－5505　那賀町長安向イ22-1　　E-maｉl　skr-nakaga70@mlit.go.jp

　長安口ダムは令和４年５月に本体改造完成式を行
い、引き続き流域の安全安心に努めてまいります。
　長安口ダム建設時に殉職された霊魂を慰めるための「慰霊碑」を長安口ダム改造事業にともない、一時的
に別の場所に保管しておりましたが、令和５年３月にダム右岸側（山側）に移設させていただきました。
　また、ダム左岸側（道路側入口部）には「長安口ダム概要記録」を記した銅板があり、ビーバー館（長安
口ダム資料館）にはダム建設時のビデオや写真も展示しておりますので、長安口ダム周辺に来られた際には、
是非ご覧ください。

材料費：100円

ビーバー館

建設時の写真

長安口ダム
概要記録

慰霊碑
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トイレ等に異物を流さないようお願いします!!
　異物が流れ込むと、自宅トイレ内や排水管、集落排水施設までの排水管路内
や道路内のマンホールポンプで停滞・詰まりが発生し、流れなくなります。ま
た、集落排水施設や衛生センターの設備機器の故障の原因になります。汲み取
り式便所の場合は固形化し汲み取りができなくなる場合もあります。
　自宅、配管内や集落排水管内等で、詰まりが発生した場合や、道路内マン
ホールポンプで異物が混入し故障すると、汚水がマンホールから漏れ出すとと
もに、接続されている家庭のトイレや洗面所、キッチン等からも汚水の逆流が
起こる場合もあります。

集落排水施設・単独及び合併浄化槽・汲取り槽をご利用の皆様へ

水 に
溶けない

紙 類

生理用品・紙おむつはもちろん、
ティッシュペーパー、ペーパータオ
ル、ウェットティッシュ、除菌ペー
パーは絶対に流さないでください。

布　類

雑巾、タオル、ハンカチ等が絡まって
いたことがあります。トイレに落とし
た場合は必ず拾い上げ、そのまま流
すことのないようにしてください。

油　類

天ぷら油などの残油類は絶対に流さ
ないでください。
大量の油は、固まってポンプや配管
を詰まらせる原因になります。

その他

ペット用砂、たばこの吸い殻、残飯
類、ボールペン、マスクなど便器内
に落ちた場合は拾うようお願いしま
す。

流してはいけないもの

環境課からのお願いです

お問い合わせ　那賀町役場環境課　TEL0884−62−1192

流せるトイレクリーナー、流せるおしりふきの
中には、溶けにくい種類もあり、使用量頻度を
ご確認の上適正に使用してください。

空き家活用しませんか
　那賀町では、移住による地域活性化を目指し移住希望者と空き家所
有者を橋渡しする空き家バンク事業に取り組んでいますが、現状では、
那賀町に移住したいという希望に対し提供できる空き家が不足してい
ます。
　空き家の活用についてぜひ、ご検討、ご協力をお願いします。
お問い合わせ　那賀町移住交流支援センター
　　　　　　　（那賀町役場まち・ひと・しごと戦略課内）
　　　　　　　TEL 0884－62－1184

探しています!!

修理により
居住可能な

物件

今すぐ
居住できる

物件

　当館所蔵の木彫・木版画を展示しています。館蔵品展「木の彫刻と木版画」同時開催

相 生 森 林 美 術 館 だ よ り

絵と写真でみる 那賀の情景展  開催中！

　皆様にご出品いただいた絵画と写真で、那賀町の魅力を紹介する展覧会で
す。ふるさとの豊かな自然とともに育まれてきた魅力あふれる那賀町をどう
ぞご覧下さい。

休館日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
入館料：一般 330 円、中学生以下無料　　協　力：那賀町文化協会

４月16日㈰まで

　４月下旬から５月初めにハンカチを釣り下げ
たような純白の花（総苞片という特化した葉）
を見ることができます。お見逃し無く。

ハンカチノキが見頃を
むかえます

■休館日のお知らせ
展示替えのため４月 18 日㈫～
21 日㈮を臨時休館日とさせて
いただきます。

※お問い合わせ・講座のお申し込みは･･･　相生森林美術館（TEL 0884ー62ー1117）まで

■こども創作講座「きっず☆あとりえ」　絵画や造形・鑑賞などの創作活動を行います。
　対象：小学校低学年（小学校高学年・年長幼児の方の参加も可能です）
　毎月第１土曜日　午前 10 時～ 12 時　　参加費：無料　　講師：中川緑恋先生

令和５年度
受講生募集

　戦前戦後の日本洋画壇は個性豊かな画家たちが登場し、多くの優れた作品
が生み出されました。そしてその多くがエコール・ド・パリがもたらした「近
代絵画」の精神を日本で実践しようとした作家でもあります。本展では安井
曽太郎、梅原龍三郎をはじめ、この時代を牽引した作家の作品で昭和の洋画
壇を振り返ります。どうぞお楽しみに。

春の企画展

休館日：毎週月曜日
入館料：一般（高校生以上）550 円、中学生以下無料

４月22日㈯～６月11日㈰
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昭和の日本洋画展
－エコール・ド・パリのエスプリ－

■次回展覧会のご案内
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